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○南房総市高等学校等奨学給付金事業実施要綱 

令和７年３月３１日 

告示第７７号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、高等学校等の生徒が安心して教育を受けられるよう、一定の要件を

満たす低所得世帯を対象に、授業料以外の教育費負担を軽減し、高校生等の就学を支援

するための高等学校等奨学給付金（以下「給付金」という。）を支給することに関し、

南房総市補助金等交付規則（平成１８年南房総市規則第４５号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 高等学校等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８号）

第２条に規定する高等学校等（特別支援学校の高等部除く。）をいう。 

(2) 高校生等 前号の高等学校等に通う生徒等をいう。 

(3) 保護者等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第３条第２項第３号に規定す

る保護者等をいう。 

(4) 生活保護受給世帯 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３６条の規定によ

る生業扶助が措置されている世帯をいう。 

(5) 世帯構成員 高校生等と住所（集合住宅にあっては、部屋番号を含む。）を同一に

する者（住所が同一であっても、住居が異なることを証明できる家屋の構造となって

いる場合は、住居を同一にする者）及び当該高校生等と送金等の方法により生計を共

にする者をいう。 

(6) 非課税世帯 都道府県民税所得割課税額及び市町村民税所得割課税額が１００円未

満であるか、非課税である世帯をいう。 

(7) 家計急変世帯 主たる生計維持者の病気、事故、死亡等の理由により経済的に就学

困難な高校生等が居る世帯をいう。 
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(8) 生活保護基準額 生活保護法第８条に基づき厚生労働大臣が定める基準のうち別表

第１の計算の方法を用いて算定を行った額の合計した額をいう。 

(9) 所得等 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に定める純損失又は雑損失の繰越

控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲

渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林

所得金額及び退職所得金額に公的年金等の所得金額、児童扶養手当、児童手当及び扶

養義務者からの養育費を加えた合計額をいう。 

（対象者） 

第３条 給付金の支給の対象となる者（以下「給付対象者」という。）は、次条第１号各

号に掲げるそれぞれの認定基準日において、次の各号のいずれにも該当する高校生等の

保護者等とする。 

(1) 高等学校等に在籍し、実際に修学している高校生等であること。 

(2) 高校生等及びその保護者等が、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づ

く南房総市の住民基本台帳に記録されていること。 

(3) 高校生等の属する世帯の前年の所得等が、生活保護基準額に１２を乗じて得た額の

１．５倍以下であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、給付対象者としな

い。 

(1) 生活保護受給世帯又は非課税世帯に属する者であるとき。 

(2) 千葉県公立高等学校等奨学のための給付金又は千葉県私立高等学校等奨学のための

給付金（以下「千葉県給付金」という。）の支給を受けているとき。ただし、千葉県

給付金の支給額が、別表第２に定める給付額より少ない場合を除く。 

(3) 高校生等が、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について（令和５

年５月１０日付けこ支家第４７号こども家庭庁長官通知）による措置費等の支弁対象

であり、見学旅行費又は特別育成費（母子生活支援施設の高校生等を除く。）が措置

されているとき。 

(4) 高校生等が、認定基準日において休学しているとき。 
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(5) 高校生等が、認定基準日が属する年度の末日までに満２０歳に達するとき。 

(6) 高等学校等を卒業した者又は高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学

省令第１号）第８条に該当する者が高等学校等に入学したとき。 

（認定基準日及び生活保護基準額の算定） 

第４条 前条に規定する認定基準日及び生活保護基準額の算定は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(1) ４月入学の高校生等 認定基準日は、７月１日とする。この場合において、生活保

護基準額の算定は、前年の１２月末日現在の世帯構成員の年齢及び生活保護基準額を

用いて行うものとする。 

(2) 秋入学など月以降に入学することが定められている高校生等 認定基準日は入学す

る日とする。この場合において、生活保護基準額の算定は、前号の場合と同様とする。 

(3) 当該年度の２月末日までに復学した高校生等 ７月２日以降に復学した場合は、認

定基準日は申請日の属する月の翌月の１日現在（ただし、申請した日が月の初日の場

合は、その日が認定基準日）とする。この場合において、生活保護基準額の算定は、

同条第１項第１号の場合と同様とする。 

(4) 家計急変世帯に属する高校生等 認定基準日は申請日の属する月の翌月の１日現在

（ただし、申請した日が月の初日の場合は、その日が認定基準日）とする。この場合

において、生活保護基準額の算定は、申請日の属する月の世帯構成員の年齢及び生活

保護基準額で行うものとする。 

２ 前項第４号の家計急変世帯の所得等の算定は、申請日の属する月の直近の継続した３

月間の源泉徴収後の収入額を平均して得た額に１２を乗じて得た年間収入見込額とする。

この場合において、第３条第１号の「前年の所得等」とあるのは、「年間収入見込額」

と読み替える。 

（給付金の額等） 

第５条 給付金の額は、別表第２の支給の区分に応じ、それぞれ同表の給付額の欄に定め

る額とする。ただし、７月２日以降に復学した場合又は家計急変世帯となった場合は、

当該給付額に認定基準日の属する月から３月までの月数を乗じた額を１２で除して得た
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額とし、算定において端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、給付対象者が千葉県給付金を受給している場合であって、

当該受給額が、別表第２に定める給付金の額より少ないときは、当該不足額を支給する

ものとする。 

３ 給付金の支給回数は、高校生等１人につき、各年度１回、通算３回（定時制又は通信

制の高等学校に通う高校生等にあっては、４回）を上限とする。 

（支給の申請） 

第６条 給付金の支給を受けようとする保護者等（以下「申請者」という。）は、高等学

校等奨学給付金支給申請書（別記第１号様式）に必要書類を添え、市長が別に定める期

日までに、教育委員会を経由して、市長に提出しなければならない。 

（支給の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに支

給の可否を決定し、高等学校等奨学給付金支給（不支給）決定通知書（別記第２号様式）

により、申請者に通知するものとする。 

（請求） 

第８条 前条の規定により支給の決定を受けた者（以下「受給者」という。）は、給付金

の請求をしようとするときは、高等学校等奨学給付金支給請求書（別記第３号様式）を

教育委員会を経由して、市長に提出するものとする。 

（支給決定の取消し） 

第９条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定を取

り消すことができる。 

(1) 給付金の支給を受けることを辞退したとき。 

(2) 給付金を目的以外に使用したことが判明したとき。 

(3) 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が給付金を支給することが適当でないと認めると

き。 

２ 市長は、前項の規定により給付金の支給決定を取り消したときは、高等学校等奨学給
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付金支給決定取消通知書（別記第４号様式）により受給者に通知するものとする。 

（給付金の返還） 

第１０条 市長は、前条第１項の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、

既に給付金を支給しているときは、高等学校等奨学給付金返還命令書（別記第５号様式）

により、当該取消しに係る受給者に対し、期限を定めて給付金の返還を命ずるものとす

る。 

（雑則） 

第１１条 市長は、給付金の支給に関して必要があると認めるときは、受給者に対し必要

な資料の提出を求めることができるものとする。 

（委任） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

保護の種類等 基準額の計算方法等 

生活扶助 各居宅世帯員の第１類基準額の合計額に逓減率を乗じた額＋世帯人員の

第２類基準額＋特例加算＋地区別冬季加算 

教育扶助 基準額＋給食費＋学級費等の上限額 

住宅扶助 児童生徒の属する世帯が実際に負担する家賃、間代、地代等の額（世帯

人数ごとの上限あり） 

母子加算額 扶養している１８歳未満等の人数に応じた額 

別表第２（第３条、第５条関係） 

支給の区分 給付額 

公立高等学校

の高校生等 

（１） 以下の（２）～（５）を除く全日制・定時制

の高校生等 

１３１，５００円 

当該世帯に扶養されている 

（２） 全日制・定時制の私立高等学校に在籍してい

１４３，７００円 
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る兄弟姉妹がいる第２子以降の全日制・定時制の高

校生等 

（３） 全日制・定時制の国公立高等学校等に在籍し

ている兄弟姉妹がいる全日制・定時制の高校生等 

（４） 通信制の高等学校等に在籍している兄弟姉妹

がいる全日制・定時制の高校生等 

（５） 高等学校等に在籍していない１５歳以上２３

歳未満の兄弟姉妹がいる全日制・定時制の高校生等 

私立高等学校の高校生等 １５２，０００円 

公立高等学校の通信制の高校生等 ５０，５００円 

私立高等学校の通信制の高校生等 ５２，１００円 

備考 表中における第２子以降の認定要件については、市長が別に定める。 
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別記第１号様式（第６条関係） 

別記第２号様式（第７条関係） 

別記第３号様式（第８条関係） 

別記第４号様式（第９条関係） 

別記第５号様式（第１０条関係） 

 


